
ＨＩＶ検査及び性感染症検査実施要領 

 

１ 目的 

ＨＩＶ検査及び性感染症検査は、ＨＩＶ感染者・エイズ患者及び性感染症患者の早期

発見及び二次感染の防止並びに市民の不安を取り除くことを目的とする。 

 

２ 対象者 

市民等でＨＩＶ検査及び性感染症検査を希望する者。 

 

３ 運営主体 

  ＨＩＶ検査及び性感染症検査実施区保健福祉センター  

 

４ 実施日及び実施場所 

北区保健福祉センターでは、週３回の通常検査、年数回の夜間通常検査、 

中央区保健福祉センターでは、週３回の通常検査、月１回の即日検査、 

淀川区保健福祉センターでは、週２回通常検査を実施する。 

（曜日、時間は別表１のとおり） 

  各区保健福祉センター内での実施場所の選定に当たっては受検者のプライバシーに

配慮すること。 

 

５ 検査項目 

（１）通常検査 

ア ＨＩＶ抗原抗体検査（血液検査） 

イ 梅毒血清反応検査（血液検査） 

ウ クラミジアトラコマチス病原体検査（尿検査） 

 

（２）即日検査 

   ＨＩＶ抗原抗体迅速検査(血液検査) 

 

６ 実施内容（通常検査）※様式はＨＩＶ/エイズ検査・相談マニュアルを使用 

（１）検査申込 

受検者は「検査申込書兼結果引換書」に申込年月日、年齢、性別、言語、希望する

検査項目（ＨＩＶ検査は原則必須）、PrEP 使用の有無を記入し検査を申し込む。ただ

し、年齢、性別は任意とする。 

 

（２）希望する検査項目の確認 

      希望する検査項目を受検者に確認する。 

 

（３）採血 

真空採血管を使用し６ml 程度の採血を行う。また、採血時の感染予防については、

平成５年２月 19 日付け環境保健局長通知「保健所における採血時の感染予防につい

て」に基づき実施する。 

 

（４）採尿 

受検者自身が尿カップ・スポイト・採尿スピッツを使用し、５ml 程度の採尿を行  

う。 

 

（５）検査結果通知日時の指定 



結果通知日時は、原則として１週間後、検査と同じ時間帯とする。「検査申込書兼

結果引換書」に検査結果通知日を記入し、検査を申し込んだ者に交付する。 

 

（６）検体の表示 

      真空採血管及び採尿スピッツには、指定のシールを貼る。 

 

（７）検体の搬送 

区担当者は、「ＨＩＶ検査・性感染症検査依頼書兼報告書」を作成し、検体と共に

検査当日に委託業者に引き渡す。 

 

（８）検査方法 

ア ＨＩＶ検査 

ＨＩＶ検査の一次検査は、委託業者において行う（ＣＬＩＡ法）。一次検査で陽

性となった場合、委託業者は保健所感染症対策課へ電話連絡のうえ、検体回収日に

起算して翌々日午前 11 時までに大阪健康安全基盤研究所へ検体を搬送する。確認

検査は、大阪健康安全基盤研究所において行う（国立感染症研究所病原体検出マニ

ュアルに基づくＨＩＶ確認検査法）。 

  イ 梅毒血清反応検査 

梅毒血清反応検査は、委託業者においてＲＰＲ検査及びＴＰ抗体検査を行う。 

ウ クラミジアトラコマチス病原体検査 

クラミジアトラコマチス病原体検査は、検査委託業者において核酸増幅法（ＰＣ

Ｒ法）による検査を行う。 

 

（９）検査成績通知書の作成・送付等 

委託業者は検体回収から翌日起算し３日以内（閉庁日を除く）に、「検査報告書」

及び「ＨＩＶ検査・性感染症検査結果依頼書兼結果報告書」を作成し、保健福祉セン

ターへ持参する。 

なお、ＨＩＶ確認検査を実施した場合、感染症対策課から検査実施区保健福祉セン

ターへ「ＨＩＶ確認検査結果通知書」を送付する。区担当者は「ＨＩＶ検査・性感染

症検査依頼書兼結果報告書」へ確認検査結果を転記する。 

後日大阪健康安全基盤研究所は、感染症対策課へ「ＨＩＶ確認検査結果報告書」を

送付する。 

 

（10）検査報告書の発行 

保健福祉センターは、委託業者から送付された「検査報告書」、「ＨＩＶ検査・性感

染症検査依頼書兼結果報告書」を用いて、発行業務を行う。 

なお、ＨＩＶ確認検査を実施した場合は、「ＨＩＶ確認検査結果通知書」と併せて

発行する。 

  

（11）検査報告書交付時保健指導 

「検査報告書」は、保健福祉センター担当医師又は保健師が本人確認のうえ交付する。 

ア ＨＩＶ検査結果陰性・性感染症検査陰性の場合 

検査結果の見方と感染予防行動について指導する。  

イ ＨＩＶ検査陰性・性感染症検査陽性の場合 

検査結果の意味を十分説明し、医療機関への紹介状を作成し、医療機関受診を勧

奨すると共に紹介状を交付する。 

ウ ＨＩＶ検査結果陽性の場合 

保健福祉センター担当医師は、ＨＩＶ検査陽性であった者に対して「ＡＩＤＳ患



者発生時における留意点について」（昭和 60年７月 12日付健医感発第 35号感染症

対策室長通知）「ＡＩＤＳ感染予防に関する留意点について」（昭和 62年２月 26日

付健医感発第 14 号感染症対策室長通知）及び「保健所におけるＨＩＶ検査の実施

について」（令和３年３月 11日付健感発 0311第３号・健健発 0311第８号・結核感

染症課長・健康課長通知）に基づき適切な保健指導を行う。なお、性感染症検査結

果についても合わせて通知し、指導する。 

 

（12）検査料金・証明書発行 

無料。証明書の発行は行わない。 

 

７ 実施内容（即日検査） 

（１）検査申込 

受検者は「検査申込書兼結果引換書」に申込年月日、年齢、性別、言語、PrEP 使

用の有無を記入し検査を申し込む。ただし、年齢、性別は任意とする。 

 

（２）検査前面接 

   検査希望を確認し、検査にかかる説明と簡単な相談に応じる。 

   

（３）検査結果通知日時の指定 

     即日検査結果通知は、検査前面接の概ね２時間後とする。 

「検査申込書兼結果引換書」に検査結果通知日時を記入し、受検者に交付する。 

即日検査結果が要確認検査判定の場合、確認検査結果通知は原則として迅速検査の

１週間後以降に指定する。 

 

（４）検体の表示  

真空採血管に、指定のシールを貼る。 

 

（５）採血 

「６ 実施内容（通常検査）の（３）」に準ずる。 

 

（６）検査方法 

ＨＩＶ検査の一次検査は、検査会場で保健衛生検査所職員が行う(ＩＣ法)。 

一次検査で陽性となった場合、保健衛生検査所は感染症対策課に電話連絡のうえ、

当日中に大阪健康安全基盤研究所へ検体を搬送する。確認検査は、大阪健康安全基盤

研究所において行う（国立感染症研究所病原体検出マニュアルに基づくＨＩＶ確認検

査法）。 

なお、ＨＩＶ確認検査を実施した場合、感染症対策課から検査実施区保健福祉セン

ターへ「ＨＩＶ確認検査結果通知書」を送付する。区担当者は「ＨＩＶ検査・性感染

症検査依頼書兼結果報告書」に確認検査結果を転記する。 

後日大阪健康安全基盤研究所は、感染症対策課へ「ＨＩＶ確認検査結果報告書」を

送付する。 

 

（７）検査結果通知書・性感染症検査結果依頼書兼報告書の作成 

保健衛生検査所は「検査結果通知書」及び「ＨＩＶ検査・性感染症検査結果依頼書

兼報告書」を作成する。 

 

（８）検査結果通知書の発行 

保健福祉センターは、保健衛生検査所から受け取った「検査結果通知書」、「ＨＩＶ



検査・性感染症検査依頼書兼結果報告書」を用いて、発行業務を行う。 

なお、ＨＩＶ確認検査を実施した場合は、「ＨＩＶ確認検査結果通知書」を別途指

定した日時に発行する。 

 

（９）一次検査結果交付及び保健指導 

「検査結果通知書（本人通知用）」は封筒に封入し、保健福祉センター担当医師又は

保健師が本人確認のうえ交付する。 

 

ア 一次検査結果陰性の場合 

検査結果の意味と感染予防行動について指導する。 

 

イ 一次検査結果「確認検査必要」の場合 

保健師は、「確認検査結果引換書」に確認検査の結果交付日時を記入後手渡し、

再来所をすすめる。一次検査では、偽陽性が含まれる事を伝え、最終結果は、確認

検査が必要である事を説明する。 

（ア）確認検査結果陰性の場合 

 検査結果の意味と感染予防行動について指導する。 

（イ）確認検査結果陽性の場合 

     「６ 実施内容（通常検査）」の（11）検査報告書交付時保健指導 ウ ＨＩ

Ｖ検査結果陽性の場合に準ずる。 

 

（10）検査料金・証明書発行 

   無料。証明書発行は行わない。 

 

８ 報告 

保健福祉センターは、検査件数について「ＨＩＶ検査及び性感染症検査実施報告書」

を作成し、翌月５日までに保健所感染症対策課あて送付する。 

  

９ プライバシーの保護 

ＨＩＶ検査及び性感染症検査に携わる職員は受検者のプライバシー保護に配慮する

こと。 

 

10 安全対策 

安全対策は「ＡＩＤＳ患者発生時等における留意点について」（昭和 60 年７月 12 日

付健医感第 35号感染症対策室長通知）に基づき十分注意すること。 

 

11 実施日 

  別表１のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別表１） 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

北区 
通常検査 午前 － 午後 － 午前 

夜間検査※１ － － － － 夜間 

中央区 
通常検査 － 午前 午前 午前 － 

即日検査※２ － － － － 午後 

淀川区 通常検査 午後 午前 － － － 

 

通常検査（３区）  午前：9:30～11:00  午後：14:00～15:30  

夜間検査（北区）  夜間：18：00～19：30    

※１ 原則第５金曜日に実施（先着 100名） 

  即日検査（中央区） 午後：14:00～15:00 

※２ 毎月第１金曜日に実施 

 

 

 

 
    附則 

  この実施要領は、平成５年４月１日から適用する。 

    附則 

  この実施要領は、平成６年４月１日から適用する。 

    附則 

  この実施要領は、平成 12年４月１日から適用する。 

   附則 

  この実施要領は、平成 13年７月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、平成 15年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、平成 18年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、平成 19年４月１日から適用する。 

附則 

 この実施要領は、平成 20年４月１日から適用する。 

附則 

 この実施要領は、平成 20年９月１日から適用する。 

附則 

 この実施要領は、平成 21年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、平成 22年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、平成 23年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、平成 24年４月１日から適用する。 

  附則 



 この実施要領は、平成 25年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、平成 26年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、平成 27年４月１日から適用する。 

附則 

 この実施要領は、平成 28年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、平成 29年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、平成 30年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、平成 31年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、令和３年４月１日から適用する。 

附則 

 この実施要領は、令和４年４月１日から適用する。 

附則 

 この実施要領は、令和５年４月１日から適用する。 

附則 

 この実施要領は、令和６年４月１日から適用する。 

  附則 

 この実施要領は、令和７年４月１日から適用する。 


